
令和元年度第１回 広島県道路メンテナンス会議

日時 令和元年８月２０日（火）
１３ １５ １５ １５

場所 広島国道事務所 ５階大会議室

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事
（１）規約改正
（２）道路メンテナンス会議年間スケジュール
（３）１巡目点検（H26 H30）の点検結果及び修繕実施状況
（４）令和元年度からの２巡目点検計画
（５）自治体技術支援の取り組み
（６）情報提供

・インフラメンテナンス国民会議

４．連絡調整

５．閉 会





所　属 役職 氏名

役職 氏名

会長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長 荻野　宏之

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長 岡本　哲典 副所長（道路） 桑嶋　弘志

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長 庄司　俊介

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長 吉田　晋司

副会長 広島県土木建築局 技術企画課長 細羽　則生

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長 嶋司　博文

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長 三好　真史

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長 堀江　豊

広島県道路公社 道路部長（兼）維持管理課長 大和　伸明

広島高速道路公社 総務部長 森永　勝 保全課長 森桶　浩二

本州四国連絡高速道路株式会社
しまなみ尾道管理センター 所長 村田　知司

呉市 土木部長 北岡　宏紹

竹原市 建設部長 有本　圭司 建設課長 大田　哲也

三原市 建設部長 山際　康彦 土木整備課長 岡田　和久

尾道市 建設部長 山根　広史 維持修繕課長 小川　礼樹

福山市 土木部長 市川　清登 道路企画担当課長 亀山　暢俊

府中市 建設部長 杉島　賢治

三次市 建設部長 坂井　泰司

庄原市 環境建設部長 山口　克己

大竹市 建設部長 山本　茂広 土木課長 古賀　正則

東広島市 建設部長 先灘　啓二 次長兼維持課長 向井　毅

廿日市市 建設部長 河崎　勝也 課長補佐 重田　隆文

安芸高田市 建設部長 蔵城　大介

江田島市 土木建築部長 廣中　伸孝

府中町 建設部長 井上　貴文

海田町 建設部長 久保田　誠司

熊野町 建設部長 沖田　浩

坂町 技監（兼）建設部長 荒木　勲

安芸太田町 建設課長 武田　雄二

北広島町 建設課長 川手　秀則

大崎上島町 課長 藤原　通伸

世羅町 課長 金廣　隆徳

神石高原町 建設課長 高石　徹朗 課長補佐 川上　誠太郎

一般社団法人広島県土木協会 技術部長 坪浦　伸泰

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路調整官 和田　昌也 地域道路課長 加田　厚

国土交通省中国地方整備局道路部 道路保全企画官 藤原　浩幸

事務局

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課
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広島県道路メンテナンス会議規約 【改正案】

（名 称）

第１条 本会議は、「広島県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。

（目 的）

第２条 会議は、道路法（昭和27年法律第180号）第２８条の２に規定の「協議会」に位

置付けるものとし、広島県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（審議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、広島県内における高速自動車国道、都市高速道路、一

般国道、県道及び市町道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長６名を置くものとし、会長は国土交通省中国地方整備局広

島国道事務所長、副会長は国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所長、国土交通

省中国地方整備局三次河川国道事務所長、広島県土木建築局道路整備課長、広島県土木

建築局技術企画課長、広島市道路交通局道路部道路課長及び西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、県道及び市町道の各道路管理

者の代表者からなる幹事会を置くものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 会議に、道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等へ

の技術相談の窓口を設置し、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課に置

く。

（会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

資料①



二 会議における審議議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。

（事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課、広島県

土木建築局道路整備課、広島市道路交通局道路部道路課及び西日本高速道路株式会社中

国支社広島高速道路事務所統括課に置く。

（規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・承認を得て行う。

（その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（附 則）

本規約は、平成２６年６月３０日から施行する。

平成２７年６月１２日 改正

平成２８年７月２６日 改正

平成２９年８月 ９日 改正

平成２９年１２月２２日 改正

令和 元年８月２０日 改正



所　　　属 役　　職

会長 国土交通省中国地方整備局 広島国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 福山河川国道事務所長

副会長 国土交通省中国地方整備局 三次河川国道事務所長

副会長 広島県土木建築局 道路整備課長

副会長 広島県土木建築局 技術企画課長

副会長 広島市道路交通局道路部 道路課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 広島高速道路事務所長

広島県道路公社 道路部長（兼）維持管理課長

広島高速道路公社 総務部長

本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター 所長

呉市 土木部長

竹原市 建設部長

三原市 建設部長

尾道市 建設部長

福山市建設局 土木部長

府中市 建設産業部長　建設部長

三次市 建設部長

庄原市 環境建設部長

大竹市 建設部長

東広島市 建設部長

廿日市市 建設部長

安芸高田市 建設部長

江田島市 土木建築部長

府中町 建設部長

海田町 建設部長

熊野町 建設部長

坂町 技監（兼）建設部長

安芸太田町 建設課長

北広島町 建設課長

大崎上島町 建設課長

世羅町 建設課長

神石高原町 建設課長

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長

一般社団法人広島県土木協会 技術部長

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局道路部 道路保全企画官

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課

事務局

広島県道路メンテナンス会議構成員名簿

オブザーバー

別表１



所　　　属 役　　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所 副所長

副幹事長 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 副所長

副幹事長 広島県土木建築局道路整備課 参事

副幹事長 広島県土木建築局技術企画課 参事

副幹事長 広島市道路交通局道路部道路課 橋りょう保全対策係長

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所 副所長

広島県道路公社道路部維持管理課 維持係長

広島高速道路公社総務部保全課 課長

本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター 副所長

呉市土木部土木維持課 課長

竹原市建設部建設課 課長

三原市建設部土木管理課　土木整備課 課長

尾道市建設部維持修繕課 課長

福山市建設局土木部道路整備課 課長

府中市建設産業部整備保全課　建設部土木課 課長

三次市建設部土木課 課長

庄原市環境建設部建設課 課長

大竹市建設部土木課 課長

東広島市建設部維持課 建設部次長（兼）課長

廿日市市建設部維持管理課 課長

安芸高田市建設部すぐやる課 課長

江田島市土木建築部建設課 課長

府中町建設部都市整備課 課長

海田町建設部建設課 課長

熊野町建設部建設課 建設部次長（兼）課長

坂町建設部産業建設課 課長

安芸太田町建設課 課長補佐

北広島町建設課 課長補佐

大崎上島町建設課 土木耕地係長

世羅町建設課 管理係長

神石高原町建設課 課長補佐

国土交通省中国地方整備局中国技術事務所 副所長

一般社団法人広島県土木協会 技術部長

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局道路部 道路構造保全官

国土交通省中国地方整備局広島国道事務所道路保全課

広島県土木建築局道路整備課

広島市道路交通局道路部道路課

西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所統括課

広島県道路メンテナンス会議幹事会構成員名簿

事務局

オブザーバー

別表２



【機密性２】広島県道路メンテナンス会議年間スケジュール

点検データ等登録システム 更新作業
・平成30年度 点検実施（診断）及び修繕実施の確定
・令和元年度 点検及び修繕計画の確定

・平成30年度の点検結果
・令和 1年度からの点検計画
・自治体技術支援 など

・令和 1年度点検実施結果（見込み）

資料②
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中国地整管内の点検実施状況(全体) 【速報値】

○平成26年度 平成30年度までの1巡目の点検実施状況は、新設や架け替え工事中、被災により点検が
できなかったものを除き、点検を完了。
○令和元年度からも、点検の平準化や点検支援技術の活用など効率化を図り、2巡目の点検を計画的に実施
する予定。

道路施設
管理施設数
①

H26～H30
点検実施数
③

H26～H30
点検実施率
④=③/①

橋梁 94,966 94,764 100%

トンネル 1,418 1,406 99%

道路付属物等 2,758 2,735 99%

【橋梁】

道路施設
管理施設数
①

H26～H30
点検実施数
③

H26～H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 4,874 4,850 100%

高速道路会社 2,247 2,246 100%

地方公共団体 87,845 87,668 100%

合計 94,966 94,764 100%

【トンネル】

道路施設
管理施設数
①

H26～H30
点検実施数
③

H26～H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 265 265 100%

高速道路会社 308 308 100%

地方公共団体 845 833 99%

合計 1,418 1,406 99%

【道路付属物】

道路施設
管理施設数
①

H26～H30
点検実施数
③

H26～H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 874 872 100%

高速道路会社 610 604 99%

地方公共団体 1,274 1,259 99%

合計 2,758 2,735 99%

※管理施設数①は、Ｈ３１．３末現在
※点検実施数③及び点検実施率④は速報値

※管理施設数①は、Ｈ３１．３末現在
※点検実施数③及び点検実施率④は速報値
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19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

点検実施H26 点検実施H27 点検実施H28 点検実施H29 点検実施H30

【道路付属物等】

【トンネル】

【橋梁】

【平成26年度 平成30年度までの点検実施状況】 【道路管理者別 点検状況】
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中国地整管内の点検結果、修繕実施状況(全体) 【速報値】

○1巡目(平成26年度 平成30年度)の点検結果は、Ⅲ判定(早期措置段階)以上が、橋梁が1割、トンネルが5割、道路附属物等が2割
○修繕の着手状況は、橋梁が国土交通省 50%、高速道路会社 14%、県・政令市等、市町村 13 14%

トンネルが国土交通省 73%、高速道路会社 62%、県・政令市等、市町村 31 15%
道路附属物等が国土交通省 37%、高速道路会社 69%、県・政令市等、市町村 17 １５%に着手している。

【点検診断結果（平成26 ３０年度）】 【道路管理者別 修繕着手状況（平成26 30年度点検施設）】

※平成26 30年度に判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された施設のうち、平成30年度までに
修繕（設計を含む）に着手した割合 （H31.3末時点）

51%

2%

32%

40%

51%

49%

10%

47%

19%

0.04%

0.3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(94,732)

トンネル

(1,409)

道路付属物等

(2,751)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(94,764)

(1,406)

(2,735)

橋梁

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況
着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 66 66

H27 33 30 H26～H30

H28 27 21 50%

H29 44 11

H30 92 3

H26 4 3

H27 71 21 H26～H30

H28 8 3 14%

H29 161 35

H30 184 0

H26 601 88

H27 453 116 H26～H30

H28 931 128 13%

H29 720 83

H30 461 0

H26 894 177

H27 1,320 290 H26～H30

H28 1,383 212 14%

H29 1,161 82

H30 841 0

市町村

高速道路会社

都道府県･政令市等

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

国土交通省

100%

91%

78%

25%

3%

75%

30%

38%

22%

0%

15%

26%

14%

12%

0%

20%

22%

15%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

トンネル

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況
着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 24 24

H27 22 22 H26～H30

H28 11 11 73%

H29 13 2

H30 11 0

H26 49 18

H27 100 87 H26～H30

H28 31 24 62%

H29 15 0

H30 12 0

H26 21 11

H27 78 35 H26～H30

H28 61 27 31%

H29 49 13

H30 69 0

H26 14 8

H27 2 1 H26～H30

H28 12 3 15%

H29 16 2

H30 52 0

市町村

高速道路会社

都道府県･政令市等

国土交通省

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

100%

100%

100%

15%

0%

37%

87%

77%

0%

0%

52%

45%

44%

27%

0%

57%

50%

25%

13%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路附属物等

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況
着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 0 0

H27 8 8 H26～H30

H28 14 11 37%

H29 32 9

H30 22 0

H26 13 11

H27 23 23 H26～H30

H28 1 1 69%

H29 5 0

H30 9 0

H26 38 22

H27 81 13 H26～H30

H28 60 18 17%

H29 122 2

H30 21 0

H26 21 1

H27 14 5 H26～H30

H28 12 3 15%

H29 13 2

H30 13 0

市町村

高速道路会社

都道府県･政令市等

国土交通省

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

0%

100%

79%

28%

0%

85%

100%

100%

0%

0%

58%

16%

30%

2%

0%

5%

36%

25%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【機密性２】

【橋梁】

管理者 管理施設数
①

H26 H30
点検計画数
②

H26 H30
点検実施数
③

H26 H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 992 992 990 100%
高速道路会社 756 756 756 100%
地方公共団体 21,809 21,809 21,765 99%
合計 23,557 23,557 23,511 99%

【トンネル】

管理者 管理施設数
①

H26 H30
点検計画数
②

H26 H30
点検実施数
③

H26 H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 92 92 92 100%
高速道路会社 99 99 99 100%
地方公共団体 239 239 233 97%
合計 430 430 424 98%

【道路付属物】

管理者 管理施設数
①

H26 H30
点検計画数
②

H26 H30
点検実施数
③

H26 H30
点検実施率
④=③/①

国土交通省 248 248 248 100%
高速道路会社 214 214 214 100%
地方公共団体 371 371 359 97%
合計 833 833 821 98%

道路施設 管理施設数
①

H26 H30
点検計画数
②

H26 H30
点検実施数
③

H26 H30
点検実施率
④=③/①

橋梁 23,557 23,557 23,511 99%

トンネル 430 430 424 98%

道路付属物等 833 833 821 98%

広島県内の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の
近接目視による点検計画を策定

○平成３０年度までの点検実施率は、橋梁９９％、トンネル９８％、道路附属物等９８％
○点検未実施の理由としては、平成３０年7月豪雨の影響等。

【５年間の点検計画と平成３０年度末までの点検実施状況】 【道路管理者別 点検状況】

※管理施設数①は、Ｈ３１．３月末現在
※点検計画数②は、Ｈ２６時点の計画数

※管理施設数①は、Ｈ３１．３月末現在
※点検計画数②は、Ｈ２６時点の計画数
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【機密性２】

管理者
管理
施設数
(H31.4.1
現在)

平成30年度 累計（平成26 30年度）

点検
実施数

判定区分内訳 点検
実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 992 198 127 42 29 0 990 651 271 68 0

高速道路会社 756 179 3 99 77 0 756 30 566 160 0

広島県 4,148 695 416 239 40 0 4,148 1,740 1,957 451 0

市町 17,661 3,197 1,704 1,288 205 0 17,617 8,094 7,780 1,743 0

合計 23,557 4,269 2,250 1,668 351 0 23,511 10,515 10,574 2,422 0

広島県のＨ３０点検結果（橋梁）

＜平成３０年度管理者別点検結果（橋梁）＞

○ 広島県の橋梁の平成３０年度点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は351橋（8%）、
さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は1,668橋（39%）

○ 平成２６ ３０年度までの累計で見ると、判定区分Ⅲは2,422橋（10%）、判定区分Ⅱが10,574橋
（45%）となり、点検した橋梁の半数以上が措置が必要もしくは措置することが望ましい状態となっている。

○ 管理者別に見ると、判定区分Ⅱ以上の割合が最も高いのは、高速道路会社（96%）、次いで広島県
（58%）、市区町村（54%）、国土交通省（34%）となっている。

※ 点検実施数はH31.3月末時点
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【機密性２】

管理者
管理
施設数
(H31.4.1
現在)

平成30年度 累計（平成26 30年度）

点検
実施数

判定区分内訳 点検
実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 92 8 0 8 0 0 92 0 58 34 0

高速道路会社 99 2 0 0 2 0 99 0 27 72 0

広島県 154 26 0 17 9 0 153 3 78 72 0

市町 85 50 1 24 24 1 80 3 36 40 1

合計 430 86 1 49 35 1 424 6 199 218 1

○ 広島県のトンネルの平成３０年度点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は35箇所
（41%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は49箇所（57%）

○ 平成２６ ３０年度までの累計でみると、判定区分Ⅲが218箇所（51%）となり、点検したトンネルの半数以
上において、早期に措置を講ずべき状態となっている。

＜平成３０年度管理者別点検結果（トンネル）＞

広島県のＨ３０点検結果（トンネル）

※ 点検実施数はH31.3月末時点



【機密性２】

管理者
管理
施設数
(H31.4.1
現在)

平成30年度 累計（平成26 30年度）

点検
実施数

判定区分内訳 点検
実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 248 80 48 24 8 0 248 137 92 19 0

高速道路会社 214 38 6 26 6 0 214 52 136 26 0

広島県 127 3 0 1 2 0 127 27 57 43 0

市町 244 31 8 16 7 0 232 56 137 39 0

合計 833 152 62 67 23 0 821 272 422 127 0

○ 広島県の道路附属物の平成３０年度点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は23箇所
（15%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は67箇所（44%）

○ 平成２６ ３０年度までの累計でみると、判定区分Ⅲは127橋（15%）、判定区分Ⅱは422橋（51%）と
なり、点検した道路付属物の半数以上が措置を講ずることが望ましい状態となっている。

＜平成３０年度管理者別点検結果（道路附属物）＞

広島県のＨ３０点検結果（道路付属物等）

※ 点検実施数はH31.3月末時点



【機密性２】令和元年度からの２巡目点検計画（広島県内）

29%

17%

13%

22%

23%

22%

15%

18%

25%

18%

13%

20%

15%

29%

19%

R1 R2 R3 R4 R5

【R１ R５年度の点検計画】

橋 梁

ト ン ネ ル

橋梁 施設数
点検計画

R1 R2 R3 R4 R5

国土交通省
15% 22% 19% 25% 19%

992 153 215 184 252 186

高速道路会社
23% 29% 13% 18% 17%

756 174 219 97 134 128

地方公共団体
13% 22% 25% 20% 19%

21,809 2,797 4,797 5,519 4,306 4,238

合計
13% 22% 25% 20% 19%

23,557 3,124 5,231 5,800 4,692 4,552

トンネル 施設数
点検計画

R1 R2 R3 R4 R5

国土交通省
32% 17% 13% 14% 24%

92 29 16 12 13 22

高速道路会社
28% 36% 6% 12% 18%

99 28 35 6 12 18

地方公共団体
6% 20% 24% 14% 36%

239 15 48 58 33 85

合計
17% 23% 18% 13% 29%

430 72 99 76 58 125

道路付属物等 施設数
点検計画

R1 R2 R3 R4 R5

国土交通省
6% 19% 18% 36% 22%

248 14 46 44 89 55

高速道路会社
28% 25% 21% 13% 14%

214 59 54 44 27 30

地方公共団体
46% 23% 9% 10% 12%

371 172 85 34 36 44

合計
29% 22% 15% 18% 15%

833 245 185 122 152 129

道路付属物等

※四捨五入の関係で表示の合計が
合わない場合がある。
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【機密性２】

平成31年3月7日に呉市が管理している道路施設の仁方隧道に「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、直轄診断を実施しまし

施は初めてで、トンネル施設の診断は全国初となります。

平成31年3月7日に呉市が管理している道路施設の仁方隧道に「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、直轄診断を実施しまし
た。
直轄診断は老朽化対策としての地方自治体支援のメニューの一つで、昨年度までに全国10箇所で実施され中国地整管内での実
施は初めてで、トンネル施設の診断は全国初となります。

▲ 技術集団派遣通知書を手交
（福田道路部長 ⇒ 新原呉市長）

▲ 現地にて損傷状況を確認
（新原呉市長）

▲ 内装板背面の覆工の状態を確認
（道路メンテナンス技術集団）

▲ 道路メンテナンス技術集団による調査・診断
（整備局、国総研、土研）

▲ 診断結果を説明
（技術集団 ⇒ 濱里副市長）

▲ 診断結果報告書を手交
（技術集団 ⇒ 濱里副市長）

直轄診断（3/7 現地調査） 直轄診断（3/19 結果報告）

直轄診断：呉市仁方隧道へ『道路メンテナンス技術集団』を派遣
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【機密性２】定期点検要領の見直しに伴う実務講習会（溝橋点検講習会）

点検要領改定のポイント、新技術等を用いた定
期点検の合理化などについて説明を行いました。

「道路橋定期点検要領の改定について」

みんなで一緒に
全力保全  

本郷木呂田３号橋

現地講習では、２班に分かれて、三次市が管理する特定溝橋「本郷木呂田３号橋」の点検を
近接目視により行いました。現地では受講生に損傷図を作成してもらいました。

「橋梁の基礎知識」

橋梁に関する基礎知識について、橋梁の模型を
用いて説明を行いました。

７月３０日、広島県内の橋梁保全に従事している職員（自治体職員２６名、整備局職員１名）を対象に、予算と職員が限
られている中でいかに効率的に点検を進めていくかを考えるきっかけとして、溝橋点検講習会を開催しました。
本講習会は受講生の半数以上が橋梁点検経験年数「１年以下」ということで「ゼロver」で行いました。

【ゼロverとは 】知識の無い方でもゼロからしっかり学んでいけるよう「分かりやすく伝える」取り組みで
す。
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●令和元年度 道路構造物管理実務者研修
〈４ ５日間、中国技術事務所〉

○対 象 自治体職員及び直轄職員
○目 的 自治体職員の技術力育成のため、点検要領に基づく 点検に

必要な知識・技能等を取得するための研修
○開 催 日
・橋梁 Ⅰ(Ⅰ期) R1.7.8  7.12
・橋梁 Ⅰ(Ⅱ期) R1.9.2  9.6
・橋梁 Ⅰ(Ⅲ期) R1.11.25  11.29
・橋梁 Ⅱ R1.12.9  12.13
・トンネル R1.9.24  9.27

●平成３０年度までの実績
○延べ受講者数 ３０２名(うち自治体 ２３４名 （７７％））
○研修別延べ受講者数
・橋梁 Ⅰ ２３３名（うち自治体 ２０４名 （８８％））
・橋梁 Ⅱ ２９名（うち自治体 １９名 （６６％））
・トンネル ４０名（うち自治体 １１名 （２８％））

○県別延べ受講者数と県別受講率（受講済市町村数/市町村数）
・鳥取県 ２９名 （３７％）
・島根県 ４８名 （４２％）
・岡山県 ９０名 （５９％）
・広島県 ４２名 （５２％）
・山口県 ２５名 （２１％）

橋梁管理実務者Ⅰ研修

トンネル管理実務者研修

中国地方整備局による研修の実施

１４名（うち自治体１３名）
１３名（うち自治体 ８名）
６名（うち自治体 ４名）

１３名（うち自治体 ８名）
８名（うち自治体 ２名）※R１．５．２１現在
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